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御質問の通り、エアフィルターを通した外気のみです。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 令和２年度庄内下水処理場№１生物反応タンク補修工事

No 回　　　　答

特記仕様書　　P3第13条　各部の性能及び構造(3)について、
送気管から溜まった水を容易に排除できる装置を設けると御座
いますが、手動弁による内部排水装置と考えて宜しいでしょう
か。

特記仕様書p4第13条使用条件の取扱流体に空気と記載され
ていますが、全て屋外の空気を取り入れているものと考えてよ
ろしいでしょうか。脱臭対象である空気もしくは処理場内の臭気
を含む換気空気が含まれていないものと考えてよろしいでしょう
か。

検査成績書等の提出をもって工場立会検査は不要とします。

御質問の通りで可です。

メンブレン式散気装置現地据付後の発泡状況など、現地試験
として確認することとなりますが、工場内における検査立ち合い
などは行わないと考えて宜しいでしょうか。

質疑事項


